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議案第２号

令和５年度石川県一般会計予算

令和５年度の石川県一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６１７，０９４，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和５年度石川県一般会計

歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は４５，０００，０００千

円と定める。ただし、借入金額には起債前借及び当座勘定借越契約に基づく借越額を含まない。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、次のとおりと定める。

各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和５年２月２１日提出

石川県知事 馳 浩
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第１表 令和５年度石川県一般会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 県 税 １５６，４００，０００

１ 県 民 税 ４７，９８９，６００

２ 事 業 税 ３８，８４０，０００

３ 地 方 消 費 税 ３６，１００，０００

４ 不 動 産 取 得 税 ２，８４０，０００

５ 県 た ば こ 税 １，２４０，０００

６ ゴ ル フ 場 利 用 税 ５００，０００

７ 軽 油 引 取 税 ９，７３０，０００

８ 自 動 車 税 １８，３８０，０００

９ 鉱 区 税 ４００

１０ 狩 猟 税 １０，０００

１１ 核 燃 料 税 ７７０，０００

２ 地 方 消 費 税 清 算 金 ５９，７００，０００

１ 地 方 消 費 税 清 算 金 ５９，７００，０００

３ 地 方 譲 与 税 ２１，７４０，０００

１ 特 別 法 人 事 業 譲 与 税 １９，７００，０００

２ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 １，７１０，０００

３ 石 油 ガ ス 譲 与 税 ７０，０００

４ 自 動 車 重 量 譲 与 税 １８９，０００

５ 森 林 環 境 譲 与 税 ６０，０００
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千円

款 項 金 額

６ 航 空 機 燃 料 譲 与 税 １１，０００

４ 地 方 特 例 交 付 金 ７５０，０００

１ 地 方 特 例 交 付 金 ７５０，０００

５ 地 方 交 付 税 １３４，８００，０００

１ 地 方 交 付 税 １３４，８００，０００

６ 交通安全対 策 特 別 交 付 金 ２２０，０００

１ 交通安全対策特別交付金 ２２０，０００

７ 分 担 金 及 び 負 担 金 ２，９５５，２１０

１ 分 担 金 １６７，２６６

２ 負 担 金 ２，７８７，９４４

８ 使 用 料 及 び 手 数 料 ７，２００，３０８

１ 使 用 料 ５，５７２，６８０

２ 手 数 料 １，６２７，６２８

９ 国 庫 支 出 金 １００，５７７，９７２

１ 国 庫 負 担 金 ３１，８１８，８６８

２ 国 庫 補 助 金 ６７，６０４，００３

３ 国 庫 委 託 金 １，１５５，１０１

１０ 財 産 収 入 ４５７，１０９

１ 財 産 運 用 収 入 ２１４，５１１

２ 財 産 売 払 収 入 ２４２，５９８

１１ 寄 附 金 ４０７，１００

１ 寄 附 金 ４０７，１００

１２ 繰 入 金 １２，８１８，５４７
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千円

款 項 金 額

１ 特 別 会 計 繰 入 金 ８３，８７８

２ 基 金 繰 入 金 １２，７３４，６６９

１３ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

１４ 諸 収 入 ６４，２２２，７５３

１ 延滞金、加算金及び過料等 １９４，１１２

２ 県 預 金 利 子 ３４１

３ 貸 付 金 元 利 収 入 ４７，８３６，６９７

４ 受 託 事 業 収 入 ６，０９０，８２６

５ 収 益 事 業 収 入 ３，８００，０００

６ 雑 入 ６，３００，７７７

１５ 県 債 ５４，８４５，０００

１ 県 債 ５４，８４５，０００

歳 入 合 計 ６１７，０９４，０００
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歳 出

千円

款 項 金 額

１ 議 会 費 １，１５６，４９９

１ 議 会 費 １，１５６，４９９

２ 総 務 費 ９１，７６６，８２５

１ 総 務 管 理 費 １２，３７６，００５

２ 徴 税 費 ７５，６９２，１１２

３ 市 町 村 振 興 費 １，０５９，８９５

４ 選 挙 費 ４８９，６７４

５ 防 災 救 助 費 １，８６３，２７１

６ 人 事 委 員 会 費 ９６，３２９

７ 監 査 委 員 費 １８９，５３９

３ 企 画 振 興 費 １６，６３６，５５３

１ 企 画 振 興 費 １６，６３６，５５３

４ 県 民 文 化 ス ポ ー ツ 費 ７，０７６，１７９

１ 県 民 費 １，０３０，３９５

２ 文 化 ス ポ ー ツ 費 ６，０４５，７８４

５ 健 康 福 祉 費 １３３，７１０，５１７

１ 高 齢 者 福 祉 費 ３９，２３３，７１３

２ 子 育 て 福 祉 費 １７，５６２，１６２

３ 障 害 福 祉 費 １２，４１０，２６６

４ 地 域 福 祉 費 １３，８２４，１８６

５ 健 康 推 進 費 １４，５５５，９３７

６ 生 活 衛 生 費 １，４４３，５３７
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千円

款 項 金 額

７ 医 薬 看 護 費 ３４，６８０，７１６

６ 生 活 環 境 費 ２，８８３，６７０

１ 生 活 環 境 費 ２，８８３，６７０

７ 商 工 労 働 費 ４１，６９９，８８０

１ 商 工 費 ４０，０８２，６４９

２ 労 働 費 １，５３４，０２１

３ 労 働 委 員 会 費 ８３，２１０

８ 観 光 費 ８，３７９，６８９

１ 観 光 戦 略 推 進 費 ８，３７９，６８９

９ 農 林 水 産 業 費 ３８，８７０，６７２

１ 農 業 費 １７，５６２，０３８

２ 畜 産 業 費 ９９９，２６５

３ 農 地 費 １０，９６４，５２５

４ 林 業 費 ５，８３４，２１４

５ 水 産 業 費 ３，５１０，６３０

１０ 土 木 費 ６３，４８７，１２６

１ 土 木 管 理 費 ５６９，０４０

２ 道 路 橋 り ょ う 費 ３７，０７５，２４０

３ 河 川 海 岸 費 １１，６５７，５０３

４ 港 湾 費 ４，０９４，２０１

５ 都 市 計 画 費 ７，９１３，６４７

６ 建 築 住 宅 費 ２，１７７，４９５

１１ 警 察 費 ２４，７５３，７２１
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千円

款 項 金 額

１ 警 察 管 理 費 ２２，７４８，９４９

２ 警 察 活 動 費 ２，００４，７７２

１２ 教 育 費 ９５，０３２，７１２

１ 教 育 総 務 費 １３，１２９，９８６

２ 小 中 学 校 費 ５０，２０５，９６６

３ 高 等 学 校 費 ２１，７４４，５５６

４ 特 別 支 援 学 校 費 ８，６７３，６６５

５ 社 会 教 育 費 １，０９４，２１６

６ 保 健 体 育 費 １８４，３２３

１３ 災 害 復 旧 費 ７，０１１，３９３

１ 農林水産業施設災害復旧費 ３，０５１，２９３

２ 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 ３，９６０，１００

１４ 公 債 費 ８４，４２８，５６４

１ 公 債 費 ８４，４２８，５６４

１５ 予 備 費 ２００，０００

１ 予 備 費 ２００，０００

歳 出 合 計 ６１７，０９４，０００
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第２表 債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

千円

人 事 管 理 事 務 費

令 和 ６ 年 度

令 和 ７ 年 度

６，０００

地 震 被 害 想 定 調 査 費 令 和 ６ 年 度 ８４，０００

西 部 緑 地 公 園 陸 上 競 技 場 整 備 費 令 和 ６ 年 度 ７２，０００

石川県産業創出支援機構が行ういしかわフ

ロンティアラボ整備事業に係る融資金の損

失補償

自 令和５年度

至 令和２４年度

７６，０００千円及び延納利息相当額

中小企業再生・事業転換支援保証について

の石川県信用保証協会との損失補償契約に

伴う損失補償

自 令和５年度

至 令和２２年度

５４４，０００

経営安定支援融資保証等についての石川県

信用保証協会との損失補償契約に伴う損失

補償

自 令和５年度

至 令和１７年度

３１６，０００

ニッチトップ企業等育成支援保証について

の石川県信用保証協会との損失補償契約に

伴う損失補償

自 令和５年度

至 令和２２年度

６４，０００

首都圏アンテナショップ機能強化事業費

自 令和６年度

至 令和１０年度

２８６，０００

令和５年度離職者等高度人材養成推進事業

費

令 和 ６ 年 度

令 和 ７ 年 度

２０２，２７２

森 林 公 園 魅 力 ア ッ プ 整 備 費 令 和 ６ 年 度 ８４，０００

関 西 圏 情 報 発 信 拠 点 事 業 費

自 令和６年度

至 令和１０年度

６７，０００

石川県林業公社が行う造林事業に係る融資

金の損失補償

自 令和５年度

至 令和６１年度

日本政策金融金庫から貸付けを

受ける１，４８０，０００千円の元利金

（遅延損害金を含む）及び損失

補償契約に定める損失確定日の

翌日から補償履行の日までの利

率年１１．０％に相当する利息

漁 業 調 査 指 導 船 建 造 費

令 和 ６ 年 度

令 和 ７ 年 度

１，５４０，０００

令 和 ５ 年 度 道 路 建 設 費

令 和 ６ 年 度

令 和 ７ 年 度

６，３８３，０００

令 和 ５ 年 度 道 路 整 備 費

令 和 ６ 年 度

令 和 ７ 年 度

１，１６６，０００

令 和 ５ 年 度 河 川 改 良 費

自 令和６年度

至 令和１０年度

５，３５０，０００

令 和 ５ 年 度 河 川 総 合 開 発 事 業 費 令 和 ６ 年 度 ６６０，０００

令 和 ５ 年 度 海 岸 保 全 費 令 和 ６ 年 度 １７０，０００

令 和 ５ 年 度 街 路 事 業 費 令 和 ６ 年 度 ３６０，０００

令 和 ５ 年 度 公 園 整 備 費 令 和 ６ 年 度 ６２，０００

電 子 計 算 装 置 管 理 費

自 令和６年度

至 令和１１年度

２３５，０００
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第

二

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

予

算

債

務

負

担

行

為

（ ９ ）

事 項 期 間 限 度 額

千円

いしかわ特別支援学校高等部新校舎整備費 令 和 ６ 年 度 ６，２１７，０００



議

案

第

二

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

予

算

地

方

債

（１０）

第３表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

児 童 福 祉 費 ２，０００

普通貸借又

は証券発行

８．５％以内

（ただし、利

率見直し方

式で借り入

れる資金に

ついて、利

率の見直し

を行った後

においては、

当該見直し

後の利率）

借入先の融通条件によ

る。ただし、県財政その他

の都合により、据置期間

及び償還期限を短縮し、

若しくは繰上償還又は借

換えすることができる。

子 ど も 交 流 セ ン タ ー 費 ５９，０００

身 体 障 害 者 福 祉 費 ３，０００

知 的 障 害 者 福 祉 費 ３９，０００

精 神 障 害 者 福 祉 費 ２８，０００

保 健 所 費 １６，０００

薬 事 衛 生 指 導 費 １，０２３，０００

自 然 環 境 費 ３６，０００

中 小 企 業 振 興 費 １９，０００

工 業 試 験 場 費 ３７，０００

産 業 技 術 専 門 校 費 １，０００

観 光 振 興 費 ２７５，０００

国 際 交 流 費 ４２，０００

農 業 総 務 費 ３０，０００

畜 産 総 務 費 １３，０００

畜 産 振 興 費 １，０００

農 業 農 村 整 備 事 業 費 １，７０５，０００

農 地 防 災 事 業 費 ４７６，０００

国直轄土地改良事業費負担金 ９８５，０００

造 林 費 ４，０００

林 道 費 ２９０，０００

治 山 費 ５９３，０００



議

案

第

二

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

予

算

地

方

債

（１１）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

国直轄治山事業費負担金 ７８，０００

水 産 業 振 興 費 ６０１，０００

漁 港 管 理 費 ２，０００

漁 港 建 設 費 ２９２，０００

水 産 総 合 セ ン タ ー 費 ４６，０００

道 路 建 設 費 ８，１８５，０００

道 路 整 備 費 ４，５６９，０００

国直轄道路事業費負担金 ４，０６７，０００

河 川 改 良 費 ２，６３７，０００

国直轄河川事業費負担金 ６２９，０００

河 川 総 合 開 発 事 業 費 ５３，０００

河 川 整 備 費 １７４，０００

砂 防 地 す べ り 対 策 費 １，３１４，０００

国直轄砂防事業費負担金 ６２１，０００

砂防地すべり防止施設整備費 １３０，０００

海 岸 保 全 費 ２６９，０００

国直轄海岸事業費負担金 ２５４，０００

港 湾 管 理 費 ７１６，０００

港 湾 改 良 費 ５３２，０００

国直轄港湾事業費負担金 ６１３，０００

街 路 事 業 費 ５５７，０００

都 市 計 画 整 備 費 ３２，０００

公 園 整 備 費 ８５３，０００



議

案

第

二

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

予

算

地

方

債

（１２）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

公 営 住 宅 建 設 費 ５３９，０００

警 察 施 設 費 ２８６，０００

運 転 免 許 費 １３，０００

交 通 指 導 取 締 費 ７２４，０００

事 務 局 管 理 費 ２，０００

教員総合研修センター費 ２５，０００

高 等 学 校 整 備 費 １，２１９，０００

特 別 支 援 学 校 整 備 費 ５４１，０００

社 会 教 育 振 興 費 ８，０００

文 化 財 保 護 費 ４２，０００

耕 地 災 害 復 旧 事 業 費 １０，０００

林 地 荒 廃 防 止 施 設

災 害 復 旧 事 業 費

５７，０００

林 道 災 害 復 旧 事 業 費 ５５，０００

漁 港 災 害 復 旧 事 業 費 ２６，０００

土 木 施 設 災 害 復 旧 費 １，１８８，０００

国直轄災害復旧費負担金 ４０，０００

港 湾 災 害 復 旧 費 ９５，０００

県 単 土 木 災 害 復 旧 費 ４０，０００

一 般 管 理 費 １２５，０００

財 産 管 理 費 ２５１，０００

防 災 総 務 費 ７７，０００

交 通 対 策 費 １１，６２１，０００

国直轄空港事業費負担金 ２０４，０００



議

案

第

二

号

令

和

五

年

度

石

川

県

一

般

会

計

予

算

地

方

債

（１３）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

文 化 振 興 費 ２６，０００

ス ポ ー ツ 振 興 費 １３８，０００

歴 史 博 物 館 費 １９２，０００

臨 時 財 政 対 策 費 ４，４００，０００

計 ５４，８４５，０００





議

案

第

三

号

令

和

五

年

度

石

川

県

証

紙

特

別

会

計

予

算

（１５）

議案第３号

令和５年度石川県証紙特別会計予算

令和５年度の石川県証紙特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

１ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，１５９，５２６千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和５年度石川県証紙特別

会計歳入歳出予算」による。

令和５年２月２１日提出

石川県知事 馳 浩



議

案

第

三

号

令

和

五

年

度

石

川

県

証

紙

特

別

会

計

予

算

（１６）

第１表 令和５年度石川県証紙特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 証 紙 収 入 ３，１５９，５２５

１ 証 紙 収 入 ３，１５９，５２５

２ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

歳 入 合 計 ３，１５９，５２６

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 証 紙 管 理 費 ３，１５９，５２６

１ 証 紙 管 理 費 ３，１５９，５２６

歳 出 合 計 ３，１５９，５２６



議

案

第

四

号

令

和

五

年

度

石

川

県

土

地

取

得

特

別

会

計

予

算

（１７）

議案第４号

令和５年度石川県土地取得特別会計予算

令和５年度の石川県土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

１ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，０９１千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和５年度石川県土地取得

特別会計歳入歳出予算」による。

令和５年２月２１日提出

石川県知事 馳 浩



議

案

第

四

号

令

和

五

年

度

石

川

県

土

地

取

得

特

別

会

計

予

算

（１８）

第１表 令和５年度石川県土地取得特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 財 産 収 入 ６，０９０

１ 財 産 運 用 収 入 ６，０９０

２ 諸 収 入 １

１ 雑 入 １

歳 入 合 計 ６，０９１

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 土 地 取 得 費 ６，０９１

１ 土 地 取 得 費 ６，０９１

歳 出 合 計 ６，０９１



議

案

第

五

号

令

和

五

年

度

石

川

県

国

民

健

康

保

険

特

別

会

計

予

算

（１９）

議案第５号

令和５年度石川県国民健康保険特別会計予算

令和５年度の石川県国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

１ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９６，８２７，５８３千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和５年度石川県国民健康

保険特別会計歳入歳出予算」による。

令和５年２月２１日提出

石川県知事 馳 浩



議

案

第

五

号

令

和

五

年

度

石

川

県

国

民

健

康

保

険

特

別

会

計

予

算

（２０）

第１表 令和５年度石川県国民健康保険特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 分 担 金 及 び 負 担 金 ２７，９３４，９８２

１ 負 担 金 ２７，９３４，９８２

２ 国 庫 支 出 金 ２５，３８６，３３３

１ 国 庫 負 担 金 １７，９８１，１９２

２ 国 庫 補 助 金 ７，４０５，１４１

３ 財 産 収 入 ８４

１ 財 産 運 用 収 入 ８４

４ 繰 入 金 ６，２１４，９６４

１ 繰 入 金 ６，２１４，９６４

５ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

６ 諸 収 入 ３７，２９１，２１９

１ 交 付 金 ３７，２９１，２１９

歳 入 合 計 ９６，８２７，５８３

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 健 康 福 祉 費 ９６，８２７，５８３

１ 国 民 健 康 保 険 費 ９６，８２７，５８３

歳 出 合 計 ９６，８２７，５８３



議

案

第

六

号

令

和

五

年

度

石

川

県

母

子

父

子

寡

婦

福

祉

資

金

特

別

会

計

予

算

（２１）

議案第６号

令和５年度石川県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算

令和５年度の石川県母子父子寡婦福祉資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

１ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４０，２５０千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和５年度石川県母子父子

寡婦福祉資金特別会計歳入歳出予算」による。

令和５年２月２１日提出

石川県知事 馳 浩



議

案

第

六

号

令

和

五

年

度

石

川

県

母

子

父

子

寡

婦

福

祉

資

金

特

別

会

計

予

算

（２２）

第１表 令和５年度石川県母子父子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ２５０

１ 繰 入 金 ２５０

２ 貸 付 金 元 利 収 入 ７７，７６９

１ 貸 付 金 元 利 収 入 ７７，７６９

３ 繰 越 金 ５７，０３１

１ 繰 越 金 ５７，０３１

４ 諸 収 入 ５，２００

１ 雑 入 ５，２００

歳 入 合 計 １４０，２５０

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 健 康 福 祉 費 １４０，２５０

１ 母子父子寡婦福祉資金費 １４０，２５０

歳 出 合 計 １４０，２５０



議

案

第

七

号

令

和

五

年

度

石

川

県

中

小

企

業

近

代
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金

貸

付

金

特

別

会

計

予

算

（２３）

議案第７号

令和５年度石川県中小企業近代化資金貸付金特別会計予算

令和５年度の石川県中小企業近代化資金貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

１ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８５，４８５千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和５年度石川県中小企業

近代化資金貸付金特別会計歳入歳出予算」による。

令和５年２月２１日提出

石川県知事 馳 浩
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七
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和

五
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（２４）

第１表 令和５年度石川県中小企業近代化資金貸付金特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ７８１

１ 繰 入 金 ７８１

２ 貸 付 金 元 利 収 入 ２３７，６９２

１ 貸 付 金 元 利 収 入 ２３７，６９２

３ 繰 越 金 ４５，０１２

１ 繰 越 金 ４５，０１２

４ 諸 収 入 ２，０００

１ 雑 入 ２，０００

歳 入 合 計 ２８５，４８５

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 商 工 労 働 費 ２８５，４８５

１ 中 小 企 業 近 代 化 促 進 費 ２８５，４８５

歳 出 合 計 ２８５，４８５



議

案

第

八

号

令

和

五

年

度

石

川

県

林

業

改

善

資

金

特

別

会

計

予

算

（２５）

議案第８号

令和５年度石川県林業改善資金特別会計予算

令和５年度の石川県林業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

１ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７６，３９６千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和５年度石川県林業改善

資金特別会計歳入歳出予算」による。

令和５年２月２１日提出

石川県知事 馳 浩
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案
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号
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和

五

年

度

石

川

県

林

業

改

善

資

金

特

別

会

計

予

算

（２６）

第１表 令和５年度石川県林業改善資金特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 繰 入 金 １，３９５

１ 繰 入 金 １，３９５

２ 貸 付 金 元 利 収 入 １２０

１ 貸 付 金 元 利 収 入 １２０

３ 繰 越 金 ７４，８７８

１ 繰 越 金 ７４，８７８

４ 諸 収 入 ３

１ 雑 入 ３

歳 入 合 計 ７６，３９６

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 農 林 水 産 業 費 ７６，３９５

１ 林 業 改 善 資 金 費 ７６，３９５

２ 予 備 費 １

１ 予 備 費 １

歳 出 合 計 ７６，３９６



議

案

第

九

号

令

和

五

年

度

石

川

県

沿

岸

漁

業

改

善

資

金

特

別

会

計

予

算

（２７）

議案第９号

令和５年度石川県沿岸漁業改善資金特別会計予算

令和５年度の石川県沿岸漁業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

１ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８０，９６１千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和５年度石川県沿岸漁業

改善資金特別会計歳入歳出予算」による。

令和５年２月２１日提出

石川県知事 馳 浩
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案

第

九

号

令

和

五

年

度

石

川

県

沿

岸

漁
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別

会

計

予

算

（２８）

第１表 令和５年度石川県沿岸漁業改善資金特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ９６０

１ 繰 入 金 ９６０

２ 貸 付 金 元 利 収 入 ５，２８２

１ 貸 付 金 元 利 収 入 ５，２８２

３ 繰 越 金 ７４，７１８

１ 繰 越 金 ７４，７１８

４ 諸 収 入 １

１ 雑 入 １

歳 入 合 計 ８０，９６１

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 農 林 水 産 業 費 ８０，９６０

１ 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 費 ８０，９６０

２ 予 備 費 １

１ 予 備 費 １

歳 出 合 計 ８０，９６１
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案
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十
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五

年

度
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川

県
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競

馬
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別

会

計

予

算

（２９）

議案第１０号

令和５年度石川県公営競馬特別会計予算

令和５年度の石川県公営競馬特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６，０６３，４４３千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和５年度石川県公営競馬

特別会計歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

令和５年２月２１日提出

石川県知事 馳 浩
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（３０）

第１表 令和５年度石川県公営競馬特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 収 益 事 業 収 入 ２４，３４８，０４７

１ 収 益 事 業 収 入 ２４，３４８，０４７

２ 使 用 料 及 び 手 数 料 ５，１０１

１ 手 数 料 ５，１０１

３ 財 産 収 入 １３０，２０１

１ 財 産 運 用 収 入 １３０，１９７

２ 財 産 売 払 収 入 ４

４ 繰 入 金 ３４０，７９４

１ 繰 入 金 ３４０，７９４

５ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

６ 諸 収 入 １，２３９，２９９

１ 雑 入 １，２３９，２９９

歳 入 合 計 ２６，０６３，４４３

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 公 営 競 馬 費 ２６，０６３，４４３

１ 公 営 競 馬 費 ２６，０１０，０３７

２ 公 債 費 ５３，４０６

歳 出 合 計 ２６，０６３，４４３



議

案
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十

号

令

和

五

年

度

石

川

県

公

営

競

馬
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別

会

計

予

算

（３１）

第２表 債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

千円

自 動 発 売 払 戻 機 更 新 費

自 令和６年度

至 令和１１年度

１６６，０００

携 帯 電 話 等 通 信 抑 止 装 置 整 備 費

自 令和６年度

至 令和１１年度

４３，０００





議

案

第

十

一

号

令

和

五

年

度

石

川

県

港

湾

整

備

特

別

会

計

予

算

（３３）

議案第１１号

令和５年度石川県港湾整備特別会計予算

令和５年度の石川県港湾整備特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，７６４，９５４千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和５年度石川県港湾整備

特別会計歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。

令和５年２月２１日提出

石川県知事 馳 浩
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（３４）

第１表 令和５年度石川県港湾整備特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 ３３９，１８８

１ 使 用 料 ３３９，１８８

２ 繰 入 金 １８６，８３３

１ 繰 入 金 １８６，８３３

３ 諸 収 入 ６０，９３３

１ 雑 入 ６０，９３３

４ 県 債 １，１７８，０００

１ 県 債 １，１７８，０００

歳 入 合 計 １，７６４，９５４

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 港 湾 整 備 事 業 費 １，７６４，９５４

１ 管 理 費 １４２，１８９

２ 整 備 費 ５９３，０００

３ 公 債 費 １，０２９，７６５

歳 出 合 計 １，７６４，９５４
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案

第

十

一

号

令

和

五
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（３５）

第２表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

港 湾 整 備 事 業 費 １，１７８，０００

普通貸借又

は証券発行

８．５％以内

（ただし、利

率見直し方

式で借り入

れる資金に

ついて、利

率の見直し

を行った後

においては、

当該見直し

後の利率）

借入先の融通条件によ

る。ただし、県財政その他

の都合により、据置期間

及び償還期限を短縮し、

若しくは繰上償還又は借

換えすることができる。

計 １，１７８，０００





議

案

第

十

二

号

令

和

五

年

度

石

川

県

育

英

資

金

特

別

会

計

予

算

（３７）

議案第１２号

令和５年度石川県育英資金特別会計予算

令和５年度の石川県育英資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

１ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２４５，７９０千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和５年度石川県育英資金

特別会計歳入歳出予算」による。

令和５年２月２１日提出

石川県知事 馳 浩
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案
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令

和

五

年
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（３８）

第１表 令和５年度石川県育英資金特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 財 産 収 入 １，６０７

１ 財 産 運 用 収 入 １，６０７

２ 繰 入 金 １７，０１０

１ 繰 入 金 １７，０１０

３ 貸 付 金 元 利 収 入 ２０７，１３７

１ 貸 付 金 元 利 収 入 ２０７，１３７

４ 繰 越 金 ５，２３４

１ 繰 越 金 ５，２３４

５ 寄 附 金 ２，５００

１ 寄 附 金 ２，５００

６ 諸 収 入 １２，３０２

１ 雑 入 １２，３０２

歳 入 合 計 ２４５，７９０

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 教 育 費 ２４５，７９０

１ 育 英 資 金 費 ２４５，７９０

歳 出 合 計 ２４５，７９０
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案
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三

号

令

和

五

年
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石

川
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別

会

計

予

算

（３９）

議案第１３号

令和５年度石川県公債管理特別会計予算

令和５年度の石川県公債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０９，６８６，８４２千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和５年度石川県公債管理

特別会計歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。

令和５年２月２１日提出

石川県知事 馳 浩
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五
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（４０）

第１表 令和５年度石川県公債管理特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ８４，２９８，８４２

１ 繰 入 金 ８４，２９８，８４２

２ 県 債 １２５，３８８，０００

１ 県 債 １２５，３８８，０００

歳 入 合 計 ２０９，６８６，８４２

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 公 債 費 ２０９，６８６，８４２

１ 公 債 費 ２０９，６８６，８４２

歳 出 合 計 ２０９，６８６，８４２



議

案

第

十

三

号

令

和

五

年

度

石

川

県

公

債

管
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別

会

計

予

算

（４１）

第２表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

公 債 費 １２５，３８８，０００

普通貸借又

は証券発行

８．５％以内

（ただし、利

率見直し方

式で借り入

れる資金に

ついて、利

率の見直し

を行った後

においては、

当該見直し

後の利率）

借入先の融通条件によ

る。ただし、県財政その他

の都合により、据置期間

及び償還期限を短縮し、

若しくは繰上償還又は借

換えすることができる。

計 １２５，３８８，０００





議

案

第

十

四

号

令

和

五

年

度

石

川

県

立

中

央

病

院

事

業

会

計

予

算

（４３）

議案第１４号

令和５年度石川県立中央病院事業会計予算

（総則）

第１条 令和５年度の石川県立中央病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

� 病 床 数

一般病床 ６３０床

� 年間延患者数

入院患者 １３５，２４８人 外来患者 ２５１，４９７人

� １日平均患者数

入院患者 ３７０人 外来患者 １，０３５人

� 主要な建設改良事業

医 療 器 械 等 購 入 費 ２，４３９，４００千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 病 院 事 業 収 益 ２５，７３３，４６０千円

第１項 医 業 収 益 ２１，５０４，４５９千円

第２項 医 業 外 収 益 １，７２２，０８０千円

第３項 特 別 利 益 ２，５０６，９２１千円

支 出

第１款 病 院 事 業 費 用 ２５，１８４，４３３千円

第１項 医 業 費 用 ２４，８５８，８９５千円

第２項 医 業 外 費 用 ３２５，５１８千円

第３項 特 別 損 失 ２０千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対

して不足する額１，１４４，６００千円は、過年度分損益勘定留保資金１，１３７，４３２千円及び当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整額７，１６８千円で補てんするものとする）。
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収 入

第１款 資 本 的 収 入 ３，６４２，０２３千円

第１項 企 業 債 ２，４２５，０００千円

第２項 他 会 計 負 担 金 １，２１４，６１３千円

第３項 国 庫 補 助 金 ２，４００千円

第４項 固定資産売却代金 １０千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ４，７８６，６２３千円

第１項 病 院 建 設 改 良 費 ２，４３９，４００千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ２，３４７，２２３千円

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

令和５年度医療機器

保 守 業 務 委 託 費

自 令和７年度

至 令和１２年度

４３１，０００千円

資 産 購 入 費 令 和 ６ 年 度 １，４２０，０００千円

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的

限 度 額

千円

起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

資 産 購 入 費 ２，４２５，０００

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

８．５％以内

（ただし、利

率見直し方

式で借り入

れる資金に

ついて、利

率見直しを

行った後に

おいては、

当該見直し

後の利率）

政府資金についてはその融

通条件により、銀行その他

の場合においてはその債権

者と協定した融通条件によ

る。

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、２，５００，０００千円と定める。ただし、借入金額には当座勘定借越契

約に基づく借越額を含まない。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職 員 給 与 費 １０，３９０，１０４千円

（他会計からの補助金）

第９条 病院の運営助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１７４，３１５千円である。
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（たな卸資産購入限度額）

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、９，０２１，３４０千円と定める。

（重要な資産の取得）

第１１条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種 類 名 称 数量

医 療 器 械 手 術 用 顕 微 鏡 一式

電子計算機 医 療 情 報 総 合 シ ス テ ム 一式

令和５年２月２１日提出

石川県知事 馳 浩
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議案第１５号

令和５年度石川県立こころの病院事業会計予算

（総則）

第１条 令和５年度の石川県立こころの病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

� 病 床 数

精神病床 ４００床

� 年間延患者数

入院患者 １２３，９５４人 外来患者 ２９，１２３人

� １日平均患者数

入院患者 ３３９人 外来患者 １２０人

� 主要な建設改良事業

医 療 器 械 等 購 入 費 ６５，２１４千円

管 理 診 療 棟 整 備 費 ４０１，０００千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 病 院 事 業 収 益 ３，４４４，７７８千円

第１項 医 業 収 益 ２，３５７，７９５千円

第２項 医 業 外 収 益 １，０８６，９７３千円

第３項 特 別 利 益 １０千円

支 出

第１款 病 院 事 業 費 用 ３，３６１，６１３千円

第１項 医 業 費 用 ３，２８２，０６９千円

第２項 医 業 外 費 用 ６８，７８６千円

第３項 特 別 損 失 １０，７５８千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対

して不足する額１９１，８５６千円は、過年度分損益勘定留保資金１９１，００９千円及び当年度分消費税及び

地方消費税資本的収支調整額８４７千円で補てんするものとする）。
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収 入

第１款 資 本 的 収 入 ６５７，０１１千円

第１項 企 業 債 ４６６，０００千円

第２項 他 会 計 負 担 金 １９１，００１千円

第３項 固定資産売却代金 １０千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ８４８，８６７千円

第１項 病 院 建 設 改 良 費 ４６６，２１４千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ３８２，６５３千円

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的

限 度 額

千円

起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

資 産 購 入 費 ６５，０００

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

８．５％以内

（ただし、利

率見直し方

式で借り入

れる資金に

ついて、利

率見直しを

行った後に

おいては、

当該見直し

後の利率）

政府資金についてはその融

通条件により、銀行その他

の場合においてはその債権

者と協定した融通条件によ

る。

施 設 整 備 費 ４０１，０００

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、９００，０００千円と定める。ただし、借入金額には当座勘定借越契約

に基づく借越額を含まない。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職 員 給 与 費 ２，２７５，３４９千円

（他会計からの補助金）

第８条 病院の運営助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、３４，１０４千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第９条 たな卸資産の購入限度額は、３６８，３５６千円と定める。

令和５年２月２１日提出

石川県知事 馳 浩
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議案第１６号

令和５年度石川県港湾土地造成事業会計予算

（総則）

第１条 令和５年度の石川県港湾土地造成事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

� 土 地 売 却

地 区 名 売 却 面 積

大 田 工 業 用 地 １，０００�

� 土 地 貸 付

地 区 名 貸 付 面 積

大 浜 用 地 ４９�

大 田 工 業 用 地 １，５６３�

湊町都市再開発用地 ３，６８４�

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 港湾土地造成事業収益 １２，７２７千円

第１項 営 業 収 益 １０，０００千円

第２項 営 業 外 収 益 ２，７２７千円

支 出

第１款 港湾土地造成事業費用 ８，３８５千円

第１項 営 業 費 用 ８，３７５千円

第２項 営 業 外 費 用 １０千円

（一時借入金）

第４条 一時借入金の限度額は、８８４，０００千円と定める。ただし、借入金額には当座勘定借越契約

に基づく借越額を含まない。

令和５年２月２１日提出

石川県知事 馳 浩
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議案第１７号

令和５年度石川県流域下水道事業会計予算

（総則）

第１条 令和５年度の石川県流域下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

� 流域関連市数 ６市

� 年間総処理水量 ３１，９９４，０００�

� １日平均処理水量 ８７，４１５�

� 主要な建設改良事業

流域下水道建設事業費 ３，６２５，７１３千円

（うち債務負担行為額 ２，２５６，０００千円）

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 流域下水道事業収益 ３，６７１，１８３千円

第１項 営 業 収 益 １，７９６，８９６千円

第２項 営 業 外 収 益 １，８７４，２８７千円

支 出

第１款 流域下水道事業費用 ３，４９７，１２７千円

第１項 営 業 費 用 ３，３５７，９０５千円

第２項 営 業 外 費 用 １３９，２２２千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対

して不足する額５２０，９１５千円は、過年度分損益勘定留保資金３５６，８８９千円、当年度分損益勘定留保

資金１５０，１６１千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１３，８６５千円で補てんする

ものとする）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 １，３６５，０００千円

第１項 企 業 債 ３１７，０００千円

第２項 国 庫 補 助 金 ７９４，５００千円

第３項 建 設 負 担 金 ２５２，７５０千円

第４項 他 会 計 補 助 金 ７５０千円
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支 出

第１款 資 本 的 支 出 １，８８５，９１５千円

第１項 建 設 改 良 費 １，３６９，７１３千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ５１６，２０２千円

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

令和５年度加賀沿岸流域下

水道（梯川処理区）事業費

令 和 ６ 年 度

令 和 ７ 年 度

１，４４６，０００千円

令 和 ５ 年 度 犀 川 左 岸

流 域 下 水 道 事 業 費

令 和 ６ 年 度

令 和 ７ 年 度

８１０，０００千円

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的

限 度 額

千円

起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

流域下水道事業費 ３１７，０００

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

８．５％以内

（ただし、利

率見直し方

式で借り入

れる資金に

ついて、利

率見直しを

行った後に

おいては、

当該見直し

後の利率）

政府資金についてはその融

通条件により、銀行その他

の場合においてはその債権

者と協定した融通条件によ

る。

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、１，２００，０００千円と定める。ただし、借入金額には当座勘定借越契約

に基づく借越額を含まない。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条 予定支出の各項の金額を流用することができる場合は、営業外費用に計上した消費税及び

地方消費税に係る予定額に不足を生じた場合における営業費用からの流用をする場合と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職 員 給 与 費 ７４，８２４千円

（他会計からの補助金）

第１０条 流域下水道事業の運営助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、２５８，１０３

千円である。

令和５年２月２１日提出

石川県知事 馳 浩
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議案第１８号

令和５年度石川県水道用水供給事業会計予算

（総則）

第１条 令和５年度の石川県水道用水供給事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

� １日最大給水量 ２４３，８６０�

� 年間有収水量 ５３，４０５，３４０�

� 主要な建設改良事業

固 定 資 産 改 良 費 ７８２，３７６千円

（うち債務負担行為額 ３９３，０００千円）

送水施設建設改良

事 業 費

４，５４０，０００千円

（うち債務負担行為額 ５００，０００千円）

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 水道用水供給事業収益 ６，２１７，９９４千円

第１項 営 業 収 益 ５，８４５，９４７千円

第２項 営 業 外 収 益 ３７２，０４７千円

支 出

第１款 水道用水供給事業費用 ５，６３４，３２５千円

第１項 営 業 費 用 ５，５８８，０５８千円

第２項 営 業 外 費 用 ４６，２６７千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対

して不足する額２，６２４，６２０千円は、過年度分損益勘定留保資金２，０４１，３１４千円及び当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整額５８３，３０６千円で補てんするものとする）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 ４，４２９，０００千円

第１項 企 業 債 ４，４２９，０００千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ７，０５３，６２０千円

第１項 建 設 改 良 費 ４，４２９，３７６千円



議

案

第

十

八

号

令

和

五

年

度

石

川

県

水

道

用

水

供

給

事

業

会

計

予

算

（５４）

第２項 企 業 債 償 還 金 ２，６１８，２４４千円

第３項 他会計借入金償還金 ６，０００千円

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

既存送水管等修繕費

令 和 ６ 年 度

令 和 ７ 年 度

９７０，０００千円

固 定 資 産 改 良 費 令 和 ６ 年 度 ３９３，０００千円

送水施設建設改良事業費 令 和 ６ 年 度 ５００，０００千円

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的

限 度 額

千円

起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

固定資産改良費 ３８９，０００

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

８．５％以内

（ただし、利

率見直し方

式で借り入

れる資金に

ついて、利

率見直しを

行った後に

おいては、

当該見直し

後の利率）

政府資金についてはその融

通条件により、銀行その他

の場合においてはその債権

者と協定した融通条件によ

る。

送水施設建設改良

事 業 費

４，０４０，０００

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、３，５００，０００千円と定める。ただし、借入金額には当座勘定借越契約

に基づく借越額を含まない。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条 予定支出の各項の金額を流用することができる場合は、営業外費用に計上した消費税及び

地方消費税に係る予定額に不足を生じた場合における営業費用からの流用をする場合と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職 員 給 与 費 ４０４，５４５千円

（たな卸資産購入限度額）

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、１９０，１５６千円と定める。

令和５年２月２１日提出

石川県知事 馳 浩
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